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１ 計画処理区域の面積及び人口 

  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市町村は区域内における一般廃棄物の処理に関する計

画（一般廃棄物処理計画）を定めなければならないこととなっており、県内の全市町（14 市９町）（令和３年

３月 31 日現在）が一般廃棄物処理計画を定め、区内全域を計画処理区域としている。 

  広島県（以下、「本県」という。）における計画処理区域の面積及び人口は、表１－１のとおりである。 

表１－１ 計画処理区域の面積及び人口 

                                （令和３年 10 月１日現在） 

面積（国土地理院） 人  口 （ 内 外国人人口 ） 

8,479.22 km2 2,794,941 人 （ 51,450 人 ） 

※平成 24 年度から外国人住民について、住民基本台帳制度の対象となったため人口に外国人住民も含まれている。 

 

２ 処理体制 

  本県における市町のごみ及びし尿の処理体制は、表１－２のとおりである。 

 

表１－２ 本県の処理体制（令和３年度） 

市町名 
ご み 処 理 体 制          

し 尿 処 理 体 制          
可 燃 ご み そ の 他 

広島市 単独処理 単独処理 単独処理（一部安芸地区衛生施設管理組合） 

呉市 単独処理 単独処理 単独処理 

竹原市 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 

三原市 単独処理 三原広域市町村圏事務組合 単独処理 

尾道市 単独処理 単独処理 単独処理 

福山市 単独処理 単独処理 単独処理 

府中市 単独処理 単独処理 単独処理 

三次市 単独処理 単独処理 単独処理 

庄原市 単独処理 単独処理 単独処理 

大竹市 単独処理（廿日市市で焼却） 単独処理 単独処理 

東広島市 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 

廿日市市 単独処理 単独処理 単独処理 

安芸高田市 芸北広域環境施設組合 芸北広域環境施設組合 単独処理 

江田島市 単独処理（呉市で焼却） 単独処理 単独処理 

府中町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

海田町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

熊野町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

坂町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

安芸太田町 単独処理（広島市で焼却） 単独処理 単独処理（広島市で処理） 

北広島町 芸北広域環境施設組合 芸北広域環境施設組合 単独処理 

大崎上島町 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 広島中央環境衛生組合 

世羅町 単独処理（三原市で焼却） 三原広域市町村圏事務組合 単独処理 

神石高原町 単独処理 単独処理 単独処理 

  なお、呉市は、愛媛県今治市から旧関前村区域に係るごみ及びし尿の処理を受託している。 

大竹市は、山口県和木町からし尿の処理を受託している。 
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３ 収集及び処理状況 

(1) 処理状況 

   令和３年度の県内の市町及び一部事務組合における廃棄物の処理状況は、表１－３のとおりである。 

   県内におけるごみの収集量は804,102tで、処理施設等への直接搬入量は77,029tで、合計すると881,131t

である。県外からの受託量は 91t であり、処理量の合計は 881,222t である。（計量値の差や水分の蒸発な

どの理由により、排出量と処理量は一致しない。） 

県内におけるし尿の収集量は 613,449kl で、これに県外からの受託量 487kl を加えた処理量は 613,936kl

である。 

 

表１－３ ごみ及びし尿の処理状況（令和３年度） 

区分 収 集 量 直接搬入量 排出量合計 県外からの受託 処 理 量 

ごみ（単位：t） 804,102 77,029 881,131 91 881,222 

し尿（単位：kl） 613,449 － 613,449 487 613,936 

 

(2) 処理量の推移 

   ごみ及びし尿の処理量の推移は、表１－４のとおりである。 

   令和３年度は前年度に比べ、ごみ処理量は 0.64％、し尿処理量は 1.11％減少した。 

 

表１－４ ごみ及びし尿の処理量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

年  度 

区  分 
H29 H30 R1 R2 R3 

ごみ（単位：t） 906,605 910,140 911,026 886,891 881,222 

し尿（単位：kl） 642,035 628,272 622,458 620,826 613,936 

  （注）数値は県外からの受託分を含む。 

 

   詳細については、「Ⅱ ごみ」及び「Ⅲ し尿」の章において示す。 



- 3 - 

４ 処理事業経費 

(1) 歳出状況  

   県内の市町及び一部事務組合における令和３年度の廃棄物処理事業経費は、表１－５のとおりである。 

歳出状況は、ごみが 55,233,744 千円、し尿が 6,720,694 千円で、合わせて 61,954,438 千円である。 

 

表１－５ 廃棄物処理事業の歳出状況（令和３年度） 

    （単位：千円）      

歳出 ごみ し尿 

建
設
・
改
良
費 

工
事
費 

収集運搬施設 2,403 34,108 

中間処理施設 13,186,003 1,658,281 

最終処分場 6,421,964 25,630 

その他 2,532 0 

調査費 33,302 33,988 

（組合分担金） 227,533 36,386 

小計 19,873,737 1,788,393 

    分担金除く 19,646,204 1,752,007 

処
理
及
び
維
持
管
理
費 

人
件
費 

一般職 2,716,454 426,052 

技
能
職 

収集運搬 2,766,123 139,826 

中間処理 436,198 135,719 

最終処分 89,042 0 

処
理
費 

収集運搬費 583,001 92,581 

中間処理費 4,774,072 876,567 

最終処分費 490,188 247,137 

車両等購入費 153,600 0 

委
託
費 

収集運搬費 10,073,067 1,314,613 

中間処理費 11,172,676 1,385,952 

最終処分費 889,450 70,521 

その他 684,069 163,606 

（組合分担金） 3,112,061 887,648 

調査研究費 27,760 5,007 

小計 37,967,761 5,745,229 

    分担金除く 34,855,700 4,857,581 

その他 731,840 111,106 

合計 58,573,338 7,644,728 

      分担金除く 55,233,744 6,720,694 

 

 （注）１ 組合分担金とは、廃棄物処理に関して構成市町が当該の事務組合に支払う負担金をいう。この分

については一部事務組合における事業経費として各項目に分類算入されている。従って、廃棄物処

理経費を算出する場合には、組合分担金を除く必要がある。 

２ 「その他」とは、ボランティア清掃で使用するごみ袋代や、町内会が設置するごみステーション

の設置補助など、他の項目に属さないものをいう。 
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(2) 処理経費 

ごみ１t 当たりの処理経費は 39,348 円／t、し尿１kl 当たりの処理経費は 7,904 円／kl で、それぞれの

推移は、表１－６のとおりである。 

 

 ごみの処理及び維持管理費(分担金を除く) － (車両等購入費＋調査研究費) 

ごみ１t当たりの処理経費＝ 
34,855,700 千円 － 181,360 千円 

ごみの処理量 881,222ｔ 

 

 し尿の処理及び維持管理費(分担金を除く) － (車両等購入費＋調査研究費) 

し尿１kl 当たりの処理経費＝ 
4,857,581 千円 － 5,007 千円 

し尿の処理量 613,936 kl 

 

表１－６ ごみ及びし尿の単位当たりの処理経費の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

年   度 

区   分 
H29 H30 R1 R2 R3 

全国平均 

（令和３年度） 

ごみ１t 当たりの 

処理経費（円／t） 
37,882 37,404 36,700 38,737 39,348 40,059 

し尿１kl 当たりの 

処理経費（円／kl） 
7,324 7,477 7,602 8,788 7,904 8,547 

 

令和３年度におけるごみ１t 当たりの処理経費は前年度よりも増加したが、し尿１kl 当たりの処理経費

は前年度よりも減少した。 

 

(3) 事業経費 

   ごみ１t 当たりの事業経費は 62,679 円／t、し尿１kl 当たりの事業経費は 10,947 円／kl で、それぞれの

推移は、表１－７のとおりである。 

    

ごみ１t 当たりの事業経費＝ 
ごみの事業経費(分担金を除く)  55,233,744 千円 

ごみの処理量 881,222ｔ 

 

し尿１kl 当たりの事業経費＝ 
し尿の事業経費(分担金を除く)  6,720,694 千円 

し尿の処理量 613,936kl 

 

表１－７ ごみ及びし尿の単位当たりの事業経費の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

年   度 

区   分 
H29 H30 R1 R2 R3 

全国平均 

（令和３年度） 

ごみ１t 当たりの 

事業経費（円／t） 
50,095 55,385 44,774 66,306 62,679 54,410 

し尿１kl 当たりの 

事業経費（円／kl） 
9,292 9,560 10,861 13,409 10,947 10,892 

 

   令和３年度のごみ１t 当たりの事業経費及びし尿１kl 当たりの事業経費は前年度よりも減少している。

今後、これらの事業経費は老朽化した施設の更新や改良等に伴い増大すると考えられる。 
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５ 廃棄物処理事業従事職員 

  本県の一般廃棄物処理事業の職員数は、表１－８のとおりである。 

廃棄物処理事業従事職員数は 899 人である、そのうち、ごみ処理事業に従事している職員は 777 人、し尿

処理事業に従事している職員は 122 人である。 

一般廃棄物処理事業にかかわる職員数の推移は、表１－９のとおりである。 

 

表１－８ 一般廃棄物処理事業の職員数（令和３年度） 

（単位：人） 

区  分 
ご    み し    尿 合計 

一般職 技能職 計 一般職 技能職 計 一般職 技能職 計 

市 293 434 727 41 50 91 334 484 818 

町 13 8 21 4 5 9 17 13 30 

一部事務組合 29 0 29 22 0 22 51 0 51 

計 335 442 777 67 55 122 402 497 899 

 

表１－９ 一般廃棄物処理事業の職員数の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

                                         （単位：人） 

年  度 

 

区  分 

H29 H30  R1 R2 R3 

一 般 職 550 543 426 406 402 

技 能 職 474 443 515 512 497 

計 1,024 986 941 918 899 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ ご  み 
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１ 概要 

  令和３年度におけるごみ処理フローシートは、図２－１のとおりである。 

 

図２－１ ごみ処理フローシート（令和３年度） 

 （注）１ 県外分とは、愛媛県今治市からの受託分であり、処理量では【 】内に表記し、外数としている。 

    ２ その他の施設とは、焼却施設、粗大ごみ処理施設以外の施設で、資源化を目的とせず埋立処分のた
めの破砕、減容化等を行う施設等をいう。 

    ３ 計量値の差や水分の蒸発などの理由により、排出量と処理量は一致しない場合がある。 

    ４ 端数処理のため、割合の合計が一致しない場合がある。 

 

総人口 
2,794,941 人 

 
（内外国人人口） 
（51,450 人） 

 

計画収集人口 

2,794,913 人 
[99.99％] 

 

収集ごみ 

混合ごみ 0t [0.0％]  ごみ排出量 
（R2 実績まで 

「ごみ収集量」

と記載） 

  可燃ごみ 654,723t [74.3％]  

  不燃ごみ 24,668t [2.8％]  

  804,102t 資源ごみ 106,031t [12.0％]  881,131t 

  粗大ごみ 17,954t [2.0％]   

  その他 726t [0.1％]   

 自家処理人口 

28 人 
[0.01％] 

 直接搬入ごみ 77,029t [8.7％]   

            

    自家処理量 5t     

              県外分  

        集団回収量 13,316t   91t  

 ごみ処理量 881,406t【91t】           

              最終処分場 

 ① 直接埋立量           94,880t 

 12,659t            【10t】 

 [1.4％]  焼却施設   ⑤焼却残渣の 

埋立 

67,195t     

    646,447t   【10t】     

 ② 直接焼却量  【91t】   ⑧資源化量  8,713t   ⑦焼却以外の 
中間処理施設
からの残渣の
埋立量 

 605,144t            

 【91t】      ⑥処理残渣の焼却 41,303t   

 [68.7％]            

    粗大ごみ処理施設   処理残渣の焼却 26,355t   15,026t 

    50,132t 

【１ｔ】 

  処理残渣の埋立  9,716t     

      資源化量 13,419t     

                

    資源化等を行う施設   処理残渣の焼却 14,881t     

    99,501t   処理残渣の埋立 4,683t     

 ③ 焼却以外の 

中間処理量 

     資源化量 74,578t     

              

 250,564t  ごみ堆肥化施設   処理残渣の焼却 50t      

 【１ｔ】 

[28.4％] 

 1,462t   処理残渣の埋立 0t      

      資源化量 1,328t      

             ⑨焼却以外

の中間処理

施設からの

資源化量 

 

    ごみ燃料化施設   処理残渣の焼却 0t    

    97,991t   処理残渣の埋立 138t    

        資源化量 57,918t    

             147,243 t  

    その他の施設   処理残渣の焼却 17t      

 直接資源化量  1,478t   処理残渣の埋立 489t      

 13,039t           資源化量合計 
 [1.5％]           168,995t 

④ 
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２ 処理人口、分別状況及び収集処理手数料 

(1) 処理人口 

   ごみ処理人口の推移は、表２－１及び図２－２のとおりである。計画収集人口は徐々に減少している一

方、自家処理人口はほぼ横ばいであったが令和３年度は減少した。 

 

表２－１ ごみ処理人口の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：人） 

区 分 

年 度 

計画収集人口 

（Ａ） 

自家処理人口 

（Ｂ） 

計画処理区域内人口 

（Ａ＋Ｂ） 

H29 2,850,181 30 2,850,211 

H30 2,840,112 31 2,840,143 

R1 2,828,315 30 2,828,345 

R2 2,815,296 30 2,815,326 

R3 2,794,913 28 2,794,941 

 

 

図２－２ ごみ処理人口の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

 

(2) 分別状況 

ごみの資源化を促進するため、分別収集の取組が進められており、各市町におけるごみの分別収集の状

況は、図２－３のとおりである。分別が６種類から２２種類まで様々な状況にある。 

 

   図２－３ 各市町における分別収集の状況（令和３年度） 

（注）分別数は、排出者がごみを排出する際に分ける必要のある数を計上している。例えば、資源ごみとして

缶、びん、ペットボトルを分けて収集している場合、資源ごみの分別数は３を計上する。 
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(3) 収集処理手数料 

   各市町の生活系ごみ収集処理の有料化状況は、表２－２のとおりである。 

   令和３年度末で、生活系ごみの収集処理を有料化している市町は、県内 23 市町中次のとおり。 

可燃ごみが 15 市町、不燃ごみが 11 市町、粗大ごみが 10 市町。 

一方、排出者が直接搬入する生活系ごみを有料化しているのは可燃ごみが 11 市町、不燃ごみが 10 市町、 

  粗大ごみが 11 市町である。 

   また、事業系ごみの収集処理を有料化している市町は次のとおり。 

可燃ごみが 22 市町、不燃ごみが 18 市町、粗大ごみが 15 市町。 

一方、直接搬入する事業系ごみを有料化しているのは、可燃ごみが 22 市町、不燃ごみが 19 市町、粗大 

ごみが 20 市町である。 

 

表２－２ 市町のごみ収集処理の有料化状況（令和３年度） 

 

区  分 可燃ごみ      不燃ごみ      
資源ごみ      

（紙類） 
粗大ごみ      そ の 他      

有

料

化

市

町

数 

生活系 

収集ごみ 15 11 ３ 10 ４ 

直接搬入 11 10 ３ 11 ５ 

事業系 

収集ごみ 22 18 12 15 10 

直接搬入 22 19 12 20 ９ 

 

（注）１ 有料化とは、市町等がごみ収集処理についての手数料を徴収する行為を指す。 

なお、手数料を上乗せせずに販売される一定規格のごみ袋（指定袋）の使用を排出者に依頼する

場合については、有料化に該当しない。 

２ 直接搬入とは、排出者が直接処理施設に持ち込む場合を指す。 

３ 事業系ごみについて、収集許可業者が処理施設に搬入する際に市町等が手数料を徴収する場合

は、収集ごみの有料化として取扱う。 

４ 有料化でない市町については、手数料を徴収しない場合と、市町において当該区分を収集しない

場合がある。 

 

   市町別計画処理区域内人口、ごみの分別、収集運搬及び手数料の状況は、Ⅳ資料編の資料－表７及び表

８に示すとおりである。 
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３ 排出量 

(1) 収集形態別収集量、直接搬入ごみ量及び自家処理量 

   収集形態別収集量、直接搬入ごみ量及び自家処理量の推移は、表２－３のとおりである。 

 

表２－３ 収集形態別収集量、直接搬入ごみ量及び自家処理量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：t／年） 

区分 

年度 

収 集 形 態 別 収 集 量                直接搬入 

ご  み 

排 出 量 

合  計 

自  家 

処 理 量 

自家処理量を 

含めた排出量 直  営 委  託 許  可 計 

H29 149,882 375,952 309,120 834,954 71,545 906,499 6 906,505 

H30 142,831 374,753 311,846 829,430 78,839 908,269 5 908,274 

R1 136,277 387,918 309,959 834,154 77,711 911,865 6 911,871 

R2 123,169 406,597 278,407 808,173 78,626 886,799 6 886,805 

R3 113,423 410,926 279,753 804,102 77,029 881,131 5 881,136 

（注）県外分は含まない。 

 

(2) １人１日当たりのごみ排出量 

１人１日当たりのごみ排出量の推移は、表２－４及び図２－４のとおりである。１人１日当たりのごみ

排出量は、漸次減少していたが、ここ５年は横ばいで推移している。また、全国平均との比較では、近年、

同程度で推移している。 

 

表２－４ １人１日当たりのごみ排出量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：g／人・日） 

年   度 H29 H30 R1 R2 R3 
全国平均 

（令和３年度） 

１人１日平均 

排出量 
871 876 881 863 864 855 

（注）１人１日当たりの排出量 ＝（排出量（g）／（計画収集人口×365 又は 366 日） 

 

図２－４ ごみ排出量と１人１日当たりの排出量の推移（平成 24 年度～令和３年度） 
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(3) 生活系及び事業系ごみの排出量 

   生活系及び事業系ごみの排出量の推移は、表２－５のとおりである。令和３年度は前年度と比べ、生活

系ごみは減少しているが、事業系ごみは増加している。 

   

表２－５ 生活系及び事業系ごみの排出量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：t／年） 

年   度 H29 H30 R1 R2 R3 

生活系ごみ 558,669 551,876 560,302 569,611 562,001 

事業系ごみ 347,830 356,393 351,563 317,188 319,130 

合計 

（排出量） 
906,499 908,269 911,865 886,799 881,131 

（注）県外分は含まない。 

 

(4) 集団回収量 

   生活系ごみのうち、古紙類、空き缶など直接資源化が可能なものについては、市町等のごみ収集によら

ず、自治会などの住民団体による集団回収で収集され、資源化されているものもある。 

令和３年度における集団回収量（集団回収のうち、市町等が用具の貸出、補助金等の交付等により市町

等が関与（把握）しているものの量をいう。以下同じ。）は、13,316t であり、集団回収量を加味したごみ

の排出量は、894,447t（１人１日当たり 877g）である。 

集団回収量及び集団回収量を加味した排出量の推移は、表２－６のとおりである。  

 

表２－６ 集団回収量及び集団回収量を加味した排出量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：t／年） 

年   度 H29 H30 R1 R2 R3 

集団回収量 20,312 19,863 18,685 14,121 13,316 

集団回収量を 

加味した排出量 
926,811 928,132 930,550 900,920 894,447 

 生活系 571,739 578,981 578,987 583,732 575,317 

 事業系 356,393 347,830 351,563 317,188 319,130 

集団回収量を加味した 

１人１日あたりの排出量 

（g／人・日） 

891 895 899 877 877 

（注）１ 集団回収量を加味した排出量 ＝（収集量）＋（直接搬入量）＋（集団回収量）  

   ２ 生活系・事業系の内訳において、集団回収量は生活系として計上した。 

※ 国が公表する全国集計では、平成17年度分の公表時から、集団回収量を加味した排出量を「ごみ総排出量」

と位置づけている。 

 

  市町別の収集量、直接搬入ごみ量、自家処理量、集団回収量及び収集形態別収集量は、Ⅳ資料編の資料－

表９及び表 10 に示すとおりである。 
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４ 処理量 

(1) 処理量の推移 

   令和３年度における県内のごみ処理量は 881,497t（愛媛県今治市からの受託分 91t を含む。）で、その内

訳は、直接埋立量が 12,659t、直接焼却量が 605,144t（受託分 91t）、焼却以外の中間処理量が 250,564t、

（受託分１（実数 0.1）t）直接資源化量が 13,039t である。 

以上の処理量の推移は、表２－７及び図２－５のとおりである。 

 

表２－７ ごみ処理量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：t／年） 

年 度 直接埋立量 直接焼却量 焼却以外の中間処理量 直接資源化量 合   計 

H29 27,314  600,784  264,955  13,271  906,324  

H30 29,767  600,245  267,566  12,562  910,140  

R1 30,360  626,469  242,206  11,991  911,026  

R2 14,221  606,796  252,163  12,329  885,509  

R3 12,659  605,235  250,564  13,039  881,497  

（注）１ 数値には県外からの受託分を含む。 

   ２ 可燃ごみを焼却施設へ運搬するために圧縮処理するものは、直接焼却量に含む。 

 

 

 

図２－５ ごみ処理量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 
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(2) 処理方法別の処理量の推移 

   ごみ処理量を埋立量、焼却量及び資源化量の３種類に分類した場合の量の推移は、表２－８のとおりで

ある。 

   直接埋立を行っていたごみは、分別資源化による減量化、可燃ごみの燃料化処理や焼却残渣の溶融処理、

セメント原料化等による資源化などにより、埋立量が大幅に減少し、最近では、ほぼ横ばいであったが、

令和２年度以降は減少している。 

   また、直接焼却量については、ほぼ横ばいである。 

市町別の処理方法別の処理量は、Ⅳ資料編の資料－表 11 に示すとおりである。 

 

表２－８ 埋立量、焼却量及び資源化量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：t／年） 

年     度 

区     分 
H29 H30 R1 R2 R3 

埋 

立 

量 

① 直接埋立量 27,314 29,767 30,360 14,221 12,659 

④ 焼却残渣の埋立量 69,562 73,282 75,981 69,744 67,205 

⑦  処理残渣の埋立量 14,121 15,143 14,604 16,422 15,026 

合     計 110,997 118,192 120,945 100,387 94,890 

焼 

却 

量 

② 直接焼却量 600,784 600,245 626,469 606,796 605,235 

⑤ 処理残渣の焼却量 32,676 37,366 37,909 37,919 41,303 

合     計 633,460 637,611 664,378 644,715 646,538 

資 

源 

化 

量 
③ 直接資源化量 13,271 12,562 11,991 12,329 13,039 

⑧焼却施設からの資源化量 8,627 7,717 3,799 4,303 8,713 

⑨焼却以外の中間処理施設 

からの資源化量 
155,413 154,998 139,741 145,716 147,243 

合     計 177,311 175,277 155,531 162,348 168,995 

（注）１ 県外からの受託分を含む。 

   ２ 区分欄の番号は、６ページのごみ処理フローシートの番号と同一である。 
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５ ごみ処理施設の整備状況と処理実績 

(1) 施設整備状況 

   本県におけるごみ処理施設の整備状況は、表２－９のとおりである。 

   令和３年度中に稼動実績がある焼却施設は、全部で 21 施設あり、機械化バッチ燃焼式が４施設、准連続

燃焼式が３施設、全連続燃焼式が 14 施設ある。資源化等を行う施設は 23 施設、粗大ごみ処理施設は 13 施

設、燃料化処理施設は４施設、保管施設は 36 施設ある。 

 

表２－９ ごみ処理施設の施設数及び処理能力の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

 

年  度 

 

区  分 

H29 H30 R1 R2 R3 

焼 

却 

施 

設 

固定バッチ式（施設数） 0 0 0 0 0 

 能力（t／日） 0 0 0 0 0 

機械化バッチ式（施設数） 5 5 4 4 4 

 能力（t／日） 107 107 92 92 92 

准連続式（施設数） 6 6 4 3 3 

 能力（t／日） 482 482 294 174 174 

全連続式（施設数） 11 12 12 13 14 

 能力（t／日） 2,655 2,805 2,785 2,905 3,220 

計（施設数） 22 23 20 20 21 

 能力（t／日） 3,244 3,394 3,171 3,171 3,486 

資源化等を行う施設（施設数） 26 25 23 24 23 

 能力（t／日） 609 605 592 612 587 

粗大ごみ処理施設（施設数） 14 15 13 14 13 

 能力（t／日） 399 409 361 397 347 

燃料化処理施設（施設数） 7 6 4 4 4 

 能力（t／日） 550 534 390 390 390 

保管施設（施設数） 37 37 35 39 36 

 能力     （ ㎡ ） 17,805 18,148 18,294 20,183 22,875 

合     計（施設数） 106 106 95 101 96 

 能力 
（t／日） 4,802 4,942 4,514 4,570 4,810 

（ ㎡ ） 17,805 18,148 18,294 20,183 22,875 

（注）１ 各年度中に稼動実績がある施設を計上している。 

２ 焼却施設の区分は次のとおりである。 

     ・固定バッチ式 … 固定された火格子により間欠焼却を行う方式で、１日８時間稼働。 

     ・機械化バッチ式 … 固定バッチの一部を機械化し間欠焼却を行う方式で、１日８時間稼働。 

     ・准連続式 … 連続焼却を行う方式で、１日 16 時間稼働。 

     ・全連続式 … 連続焼却を行う方式で、24 時間連続稼働。 

※  連続焼却方式：ごみの供給、移動・撹拌、焼却灰の排出等が連続的に機械装置で運転管理できる施設。 

 

(2) 処理実績 

   本県におけるごみ処理施設（焼却施設・資源化施設・粗大ごみ処理施設・燃料化処理施設・保管施設）の

位置図は、図２－６から図２－８、処理実績等の一覧表は、表２－10 から表２－15 のとおりである。 
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図２－６ 焼却施設及び燃料化処理施設の位置図（令和３年度）  
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５ 
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17、
18、21 

15 

20 

芸北広域環境施設組合  

安芸地区衛生施設管理組合  

【凡 例】 

   ～    ：施設番号（焼却施設） 

 

    ～    ：施設番号（燃料化処理施設） 

 

         ：一部事務組合構成区域 

１ 21 

組合名 

１ ４ 

２ 

４ 

大崎上島町  

広島中央環境衛生組合  

19 

３ 

３ 

１ 
14 
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図２－７ 資源化施設及び粗大ごみ処理施設の位置図（令和３年度）  

 

  

【凡 例】 

 

   ～     ：施設番号（資源化施設） 

 

    ～     ：施設番号（粗大ごみ処理施設） 

 

：一部事務組合構成区域 

１ 

３ ２ 

広島市  

大竹市  

府中町  

海田町  

 坂町  熊野町  

廿日市
 

江田島
 

 呉市  

東広島
 

安芸太田
 

北広島
 

安芸高田
 

三次市  

庄原市  

竹原市  

三原市  

尾道市  

神石高原
 

府中市  

福山市  

世羅町  

8 

9 

11 

12 

23 

芸北広域環境施設組合  

三原広域市町村圏事務組合  

５ 

１ 

３ 

大崎上島
 

広島中央環境衛生組合  

13 

１ 23 

組合名 

１ 13 

２ ４ 

４ 6 

10 

13 

６ 14 

８ 

15、16 17 

11 

12 

５ 

22 

21 

10 

９ 

20 

7 

７ 

19 

18 
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図２－８ 保管施設の位置図（令和３年度）  

【凡 例】 

 

   ～    ：施設番号（保管施設） 

 

：一部事務組合構成区域 

1、2 

3 

広島市  

大竹市  

府中町  

海田町  

 坂町  

熊野町  

廿日市
 

江田島
 

 呉市  

東広島
 

安芸太田
 

北広島
 

安芸高田
 

三次市  

庄原市  

竹原市  

三原市  

尾道市  

神石高原
 

府中市  

福山市  

世羅町  

８ 

12 

13 

19 

１ 36 

組合名 

芸北広域環境施設組合  

三原広域市町村圏事務組合  

大崎上島
 

広島中央環境衛生組合  

20 

4～7 

10 

17 

21、22、 
23、24 

25、26 

27 

28 

34 

33 

11 

32 

36 

18 

31 

35 

9 
14、15 

16 

29 

30 
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６ 最終処分場の整備状況と埋立実績 

(1) 整備状況 

   市町及び一部事務組合における最終処分場の状況は、表２－16 のとおりである。 

   過去３年間における埋立実績の平均から推計すると、約 13 年分の残余容量がある。 

   新たな最終処分場の整備については、住民合意が得られにくいなどの問題により、整備が難しいことか

ら、ごみの減量化及び資源化を一層促進して残余容量の確保を図るとともに、処分場の計画的な整備を行

う必要がある。 

 

表２－16 最終処分場の状況（平成 29 年度～令和３年度） 

年度 
最終処分場数 埋立地面積 

（ｍ２） 

全体容量 

（ｍ３） 

残余容量 

（ｍ３） 

埋立実績 

（ｍ３／年） 

残余年数 

（年） 山間 平地 海面 計 

H29 18 4 0 22 742,162 7,848,097 1,783,429 122,495 14 

H30 18 4 0 22 703,162 7,848,097 1,609,171 137,802 12 

R1 18 4 0 22 703,162 7,848,097 1,469,881 168,348 10 

R2 18 4 0 22 703,162 7,848,097 1,376,537 70,773 11 

R3 18 4 0 22 703,162 7,848,097 1,328,447 64,255 13 

   （注）１ 最終処分場の区分は次のとおりである。 

        ・山間 … 山間の谷間（空間）を利用した最終処分場。 

        ・平地 … 陸上の平地を掘削して設置された最終処分場。 

        ・海面 … 水面部に設置された最終処分場のうち、海面埋立のもの。 

      ２ 最終処分場の容量の残余年数は、次のとおり算出した。 

        過去３年間の平均埋立量：（168,348ｍ３＋70,773ｍ３＋64,255ｍ３）／3 年 = 101,125ｍ３ 

        残余年数：1,328,447ｍ３／101,125ｍ３ = 13.1 年 

 

 

 

図２－９ 残余容量及び残余年数の推移（平成 29 年度～令和３年度） 
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（2）埋立実績 

   本県における最終処分場の位置図は図２－10、埋立実績等の一覧表は表２－17 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－10 最終処分場の位置図（令和３年度）  

 

【凡 例】 

 

～    ：施設番号（最終処分場） 

 

：（一財）環境保全公社の施設 

 

：一部事務組合構成区域 

１ 

広島市  

大竹市  

府中町  

海田町  

 坂町  
熊野町  

廿日市市  

江田島市  
 呉市  

東広島市  

安芸太田町  

北広島町  安芸高田市  

三次市  

庄原市  

竹原市  

三原市  尾道市  

神石高原町  

府中市  

福山市  

世羅町  

3 

4 

5 

9 

11 
12 

14 

15 

17 

１ 22 

組合名 

芸北広域環境施設組合  

大崎上島町  

広島中央環境衛生組合  

22 

6 

 

 7、8 

箕島処分場  

10 

13 

16 

18 

 

出島処分場  

20 

19 

21 
 

2 
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７ 資源化の状況 

(1) 資源化率及びリサイクル率 

   令和３年度の資源化率は 19.2％、リサイクル率は 20.4％で、前年度から増加した。 

 

表２－18 ごみ処理における資源化率及びリサイクル率の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

年  度 H29 H30 R1 R2 R3 
全国平均 

（令和３年度） 

資 源 化 率      （％） 19.6 19.3 17.1 18.3 19.2 16.7 

リサイクル率（％） 21.3 21.0 18.7 20.0 20.4 20.0 

リサイクル率（％） 

（ごみ燃料化量を除く） 
13.4 13.0 12.6 13.2 13.9 19.2 

（注）１ 資源化率（％）=（ごみ資源化量）／（ごみ処理量）×100 

     ２ リサイクル率（％）=［（ごみ資源化量）＋（集団回収量）］／［（ごみ処理量）＋（集団回収量）］×100 

     ３ リサイクル率（ごみ燃料化量を除く）（％）=［（ごみ燃料化量を除いたごみ資源化量）＋（集団回収量）］／［（ごみ処理量）＋（集団回収量）］×100 

     ４ 県外分は含まない。 

 

図２－11 資源化量とリサイクル率の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

 

（2）種類別資源化量 

市町等により収集処理され資源化されたものの種類別資源化量は、表２－19 のとおりである。 

 

表２－19 種類別資源化量（令和３年度） 

（単位：t／年） 

紙類 金 属 類 ガラス類 
ペット 

ボトル 

プラス 

チック類 
布  類 

溶融 

スラグ゙  
固形燃料 そ の 他 計 

38,798 18,588 11,086 5,131 22,715 2,667 3,264 57,820 8,926 168,995 

（注）1 「紙類」は、紙パック、紙製容器包装を含む。 

2 「プラスチック類」は、白色トレイ、容器包装プラスチックを含む。 

3 「その他」は、肥料、焼却灰・飛灰のセメント原料化、ＢＤＦ等。 

4  集団回収を除く。 

市町別の種類別資源化量及び一括データは、Ⅳ資料編の資料－表 12 及び表 13 に示すとおりである。 
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１ 概要 

  令和３年度におけるし尿処理及び浄化槽汚泥処理の概要は、図３－１のとおりである。 

 

 

図３－１ し尿処理及び浄化槽汚泥処理の概要（令和３年度） 

 

（注）１ 浄化槽人口にはコミュニティ・プラント人口（2,506 人）を含む。 

２ 県外分とは、山口県和木町及び愛媛県今治市からの受託分であり、【 】内に表記し、外数としている。 

３ 「その他」とは、し尿処理施設又は下水道投入以外の処理をいう。 

４ 端数処理のため、割合の合計が一致しない場合がある。 
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２ 処理人口 

(1) 処理人口の推移 

   し尿処理人口の推移は、表３－１及び図３－２のとおりである。計画収集人口の見直し等に伴い、自家

処理人口は減少傾向にある。 

市町別の水洗化人口及び非水洗化人口は、Ⅳ資料編の資料－表 16 に示すとおりである。 

 

表３－１ し尿処理人口の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

     （単位：人） 

区  分 

 

 

 

 

年  度 

計 画 処 理 区 域 人 口                         

水 洗 化 人 口           非 水 洗 化 人 口           
 

 

合   計 下 水 道      

人   口 

浄 化 槽      

人   口 
小   計 

計画収集      

人   口 

自家処理      

人   口 
小   計 

H29 2,009,758 566,024 2,575,782 266,776 7,653 274,429 2,850,211 

H30 2,029,342 553,668 2,583,010 250,534 6,599 257,133 2,840,143 

R1 2,046,679 540,760 2,587,439 235,036 5,870 240,906 2,828,345 

R2 2,059,310 536,406 2,595,716 215,615 3,995 219,610 2,815,326 

R3 2,056,432 532,097 2,588,529 203,038 3,374 206,412 2,794,941 

（注）水洗化人口について 

下水道人口とは、実際に下水道に接続してし尿等を処理している人口を、浄化槽人口とは、浄化槽（合併処

理浄化槽、単独処理浄化槽、農業集落排水処理施設等）を利用してし尿等を処理している人口を、水洗化人口

とは両者を合わせた人口をいう。 

なお、浄化槽人口には、コミュニティ・プラント処理人口を含む。 

 

図３－２ し尿処理人口の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（注）１ 合併処理浄化槽人口には、農業集落・漁業集落排水処理施設人口を含む。 

２ 端数処理のため小計が合わない場合がある。 
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(2) 水洗化率及び非水洗化率 

水洗化率及び非水洗化率の推移は、表３－２及び図３－３のとおりである。 

 

表３－２ 水洗化率及び非水洗化率の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：％） 

区  分 

 

 

年  度 

水 洗 化 率           非 水 洗 化 率           

下 水 道 

水 洗 化 率 

浄 化 槽 

水 洗 化 率 
小   計 計画収集率 自家処理率 小   計 

H29 70.5 19.9 90.4 9.4 0.3 9.6 

H30 71.5 19.5 90.9 8.8 0.2 9.1 

R1 72.4 19.1 91.5 8.3 0.2 8.5 

R2 73.1 19.0 92.2 7.7 0.1 7.8 

R3 73.6 19.0 92.6 7.3 0.1 7.4 

全 国 

（R３年度） 
77.1 16.8 95.9 4.1 0.0 4.1 

   （注）１ 水洗化率・非水洗化率は、表３－１に示した各区分の人口の総人口に対する割合である。 

  ２ 端数処理のため小計が合わない場合がある。 

 

 

 

図３－３ し尿水洗化率の推移（平成 29 年度～令和３年度） 
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３ 収集量及び処理量 

(1) 収集量 

   し尿及び浄化槽汚泥の収集量形態別収集量の推移は、表３－３のとおりである。 

   令和３年度における年間総収集量は、し尿が 177,885kl、浄化槽汚泥が 435,564kl で、合計は 613,449kl

である。 

   し尿収集量については、下水道及び浄化槽の普及により年々減少する傾向にある。 

   一方、浄化槽汚泥については、新規設置及び合併浄化槽への転換による増加要因と、下水道への転換に

よる減少要因がある。 

   なお、収集形態別にみると、し尿、浄化槽汚泥とも、許可業者による収集が主に行われている。 

 

表３－３ し尿及び浄化槽汚泥の収集形態別収集量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：kl／年） 

年度 区分 直  営 委  託 許  可 総収集量 

H29 

し   尿 12,190 38,627 152,260 203,077 

浄化槽汚泥 0 6,707 431,875 438,582 

計 12,190 45,334 584,135 641,659 

H30 

し   尿 12,417 37,709 147,944 198,070 

浄化槽汚泥 0 7,688 422,113 429,801 

計 12,417 45,397 570,057 627,871 

R1 

し   尿 11,724 35,912 140,196 187,832 

浄化槽汚泥 0 7,793 426,348 434,141 

計 11,724 43,705 566,544 621,973 

R2 

し   尿 11,798 36,955 133,759 182,512 

浄化槽汚泥 0 11,048 426,825 437,873 

計 11,798 48,003 560,584 620,385 

R3 

し   尿 10,494 36,368 131,023 177,885 

浄化槽汚泥 0 8,157 427,407 435,564 

計 10,494 44,525 558,430 613,449 

   （注）数値には県外分を含んでいない。 
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(2) １人１日当たりの排出量 

   し尿及び浄化槽汚泥の排出量の１人１日当たりの推移は、表３－４のとおりである。 

   浄化槽汚泥の１人１日当たりの排出量は合併処理浄化槽の普及などの要因から増加する傾向にある。 

 

表３－４ し尿及び浄化槽汚泥の１人１日当たりの排出量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：ﾘｯﾄﾙ／人・日） 

年 度 

 

区 分 

H29 H30 R1 R2 R3 
全国平均 

（R３年度） 

し   尿 2.09 2.17 2.19 2.32 2.4 2.83 

浄化槽汚泥 2.12 2.13 2.20 2.24 2.24 1.68 

平 均 2.11 2.15 2.20 2.28 2.32 2.26 

（注）１ し尿１人１日当たりの排出量（ ﾘｯﾄﾙ／人×日）=（し尿収集量）／（計画収集人口×365又は366日） 

    ２ 浄化槽汚泥１人１日当たりの排出量（ ﾘｯﾄﾙ／人×日）=（浄化槽汚泥収集量）／（浄化槽（ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄを含む）人口×365又は366日） 

 

(3) 処理量 

   し尿及び浄化槽汚泥の処理量は、県外からの受託分を含み 178,006kl 及び 435,9321kl となる。これらの

形態別処理量の推移は、表３－５のとおりである。し尿及び浄化槽汚泥ともに、ほとんどがし尿処理施設

で処理されている。 

 

表３－５ し尿及び浄化槽汚泥の形態別処理量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：kl／年） 

年   度 

区   分 
H29 H30 R1 R2 R3 

し 
 
 
 
 

尿 
し尿処理施設 172,160 167,783 158,712 154,296 150,250 

下水道投入  30,197 30,356 29,120 28,315 27,756 

そ  の  他  820 0 0 0 0 

小 計 203,177 198,139 187,832 182,611 178,006 

浄
化
槽
汚
泥

 
 
 
 
 
 
 

 

し尿処理施設 394,911 386,853 385,613 389,141 388,303 

下水道投入  40,984 43,280 48,528 49,075 47,629 

そ  の  他  2,963 0 0 0 0 

小 計 438,858 430,133 434,141 438,216 435,932 

計 

し尿処理施設 567,071 554,636 544,325 543,437 538,553 

下水道投入  71,181 73,636 77,648 77,390 75,385 

そ  の  他  3,783 0 0 0 0 

小 計 642,035 628,272 621,973 620,827 613,938 

（注）１ 数値は県外からの受託分の処理量を含む。 

   ２ 「その他」とは、し尿処理施設又は下水道投入以外の処理をいう。 
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(4) 自家処理量 

   本県における自家処理量の推移は、表３－６のとおりである。 

   し尿の自家処理量は減少傾向にあり、浄化槽汚泥の自家処理はなくなっている。 

 

表３－６ 自家処理量の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：kl／年） 

年   度 

区   分 
H29 H30 R1 R2 R3 

し     尿 3,681 3,870 3,253 2,514 2,237 

浄化槽汚泥        0 0 0 0 0 

合   計 3,681 3,870 3,253 2,514 2,237 

 

   市町別のし尿及び浄化槽汚泥の収集形態別収集量・手数料・形態別処理量及び自家処理量は、Ⅳ資料編

の資料－表 17 に示すとおりである。 
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４ 処理施設の整備状況と処理実績 

(1) 整備状況 

   本県には、し尿処理施設が 30 施設（建設中の施設を含む）ある。また、コミュニティ・プラントは２施

設ある。 

   し尿処理施設及びコミュニティ・プラントの位置図は、図３－４のとおりである。 
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    ～    ：施設番号（し尿処理施設） 

 

    ～     ：施設番号（コミュニティ・プラント） 

 

         ：一部事務組合構成区域 

１ 30 

組合名 

安芸地区衛生施設管理組合 

大崎上島町 

広島中央環境衛生組合 

27 
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１ 2 
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13 

図３－４ し尿処理施設等の位置図（令和３年度） 

 

(2) 処理実績 

   本県におけるし尿処理施設及びコミュニティ・プラントの処理実績等の一覧表は表３－７、表３－８の

とおりである。 
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５ 浄化槽 

(1) 設置状況 

本県における浄化槽の設置基数は、令和３年度末現在 173,178 基であり、単独処理浄化槽は 69,190 基、

合併処理浄化槽が 103,988 基である。浄化槽の設置基数の推移は、表３－９及び図３－５のとおりである。 

令和３年度は前年度に比べ、単独処理浄化槽は 1.7％減、合併処理浄化槽は 2.3％増であった。 

平成 12 年６月の浄化槽法の改正により、し尿と生活雑排水とあわせて処理する合併処理浄化槽が浄化槽

と定義され、新たに単独処理浄化槽を設置できなくなったことから、既設のものが廃止されたり下水道又

は合併処理浄化槽に転換されたりすることにより減少傾向にある。 

一方、合併処理浄化槽については、し尿汲み取りや単独処理浄化槽からの転換により増加傾向にあり、令

和３年度の浄化槽の新規設置の届出は 2,991 基であった。 

 

表３－９ 浄化槽の設置基数の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

（単位：基） 

年   度 

浄 化 槽 
H29 H30 R1 R2 R3 

単独処理浄化槽 74,204 72,666 71,941 70,363 69,190 

合併処理浄化槽 95,048 97,293 99,504 101,692 103,988 

合   計 169,252 169,959 171,445 172,055 173,178 

 

図３－５ 浄化槽の設置基数の推移（平成 29 年度～令和３年度） 

 

(ｱ) 人槽区分別の設置基数 

     人槽区分別の浄化槽の設置基数は、表３－10 のとおりである。 

     一般的に、一戸建て住宅では主に 10 人槽以下のものが設置されており、集合住宅やマンション等で

は、世帯数に応じた規模の浄化槽が設置されている。また、商業施設や学校、病院、宿泊施設等におい

ては、施設の利用人数や利用形態に応じた規模の浄化槽が設置されている。 

     なお、浄化槽法に基づき技術管理者を置かなければならないとされている 501 人槽以上の規模の浄

化槽は、令和３年度末現在、県内に 225 基設置されている。 
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表３－10 人槽区分別浄化槽の設置基数状況（令和３年度） 

（単位：基） 

人   槽 

 浄 化 槽 
～20 21～500 501～ 合  計 

単独処理浄化槽 62,555 6,633 2 69,190 

合併処理浄化槽 97,902 5,863 223 103,988 

合   計 160,457 12,496 225 173,178 

 

(ｲ) 構造基準別の設置基数 

本県における構造基準別浄化槽の設置状況は、表３－11 のとおりである。 

 

表３－11 構造基準別浄化槽の設置状況（令和３年度） 

構 造 基 準        設置基数（基） 構 成 比（％） 

旧構造基準適用 20,064 11.6 

新構造基準適用 153,114 88.4 

合   計 173,178 100.0 

   （注）旧構造基準適用：昭和 44 年建設省告知第 1726 号（昭和 55 年廃止）による構造基準による浄化槽 

新構造基準適用：「旧構造基準」廃止後の浄化槽 

 

(2) 法定検査 

   浄化槽の管理者は、浄化槽が正しく機能しているかを確認するため、浄化槽法に基づき、指定検査機関

が実施する法定検査を受けることが義務付けられている。 

   浄化槽の法定検査の受検率の推移は、表３－12 のとおりである。 

 

表３－12 浄化槽の法定検査の受検率の推移（令和３年度） 

（単位：％） 

年   度 

区   分 
H29 H30 R1 R2 R3 

全 国 

（R３年度) 

新 設 時 等 検 査 

（７ 条 検 査） 
100.0 99.8 100.0 99.7 100.0 94.9 

定 期 検 査（11 条検査） 70.5 70.7 71.8 71.2 71.3 47.1 

 うち合併処理浄化槽 79.0 78.9 79.9 79.6 79.5 64.9 

 

   本県の法定検査の受検状況について、新設時等においては、概ね 100％が受検しているが、毎年１回行う

定期検査の受検率は 71.3％となっている。 

   本県では、受検率の向上のため種々の取組を進めているところであり、受検状況は徐々に改善していた

が、近年では同程度になっている。 
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